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水道料金基本料金の減免
物価高騰による町民や事業者の負担軽減を目的に、令和8年5月分（4月

使用分）から令和8年7月分（6月使用分）までの上水道料金基本料金を減免
しています。申請手続きは不要です。
※共同住宅（アパート）などで水道料金が家賃に含まれる場合は、大家や
管理会社へご相談ください。

《お問い合わせ》
（本事業に関すること）八重瀬町役場 土木建設課 ☎098-998-1123
（水道料金に関すること）南部水道企業団 経営課 ☎098-998-2151

漁業集落排水地区（港川・長毛）
農業集落排水地区（後原・新城）区民の皆さんへ

日頃より、集落排水事業にご理解いただきありがとうございます。
現在、浄化槽をご使用し、下水道への切替えがお済みでない方は、下水道への接続のご検討を

宜しくお願いいたします。

保守点検費用、清掃費用、法定検査
費用、電気代がかかる。

年間 約60,000円の負担

また、単独浄化槽の場合は、台所やお風呂の排水が
河川へそのまま流れてしまうため悪臭や害虫の発生の
原因となってしまいます。
切替え工事費用はかかりますが、長い目でみると、ほ

とんどの家庭にとって下水道に接続する方がお得にな
ると考えられていますので是非、ご検討ください。わか
らないことや質問等ありましたら、お気軽にお問い合わ
せください。

《 お問い合わせ｜土木建設課｜☎098-998-1123 》

・ブロアーの管理、電気代が不要となる。
・保守点検費用がかからなくなる。
・汚泥の汲み取りが不要となる。
・法定検査費用がかからなくなる。
・老朽化に伴う浄化槽本体の交換が不要となる。

●浄化槽から下水道へ切替えると・・・。
5人家族で比べてみると

5人家族が1ヶ月で25㎥使用した場
合の下水道使用料
その他の維持管理費は必要ありま
せん。

年間 約21,000円の負担

年間 約39,000円の差額

詳細は
こちら
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フードバンクにご協力をお願いしますフードバンクにご協力をお願いします

糸満店 糸満市字糸満 番地

仲介 買取

（糸満ロータリー近く）
お問い合わせお待ちしております

土地・戸建の売却相談お気軽に！
相談・査定はもちろん無料です！

ホームページ

県内5店舗！テレビCM放送中！

@RESORTSALON_NOA

Instagram
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八重瀬町社会福祉協議会ではご家庭や企業から寄贈していただいた食品等を必要とする世帯や
団体等に提供する活動を行っています。
お中元などでおすそ分けできるものがありましたら、ぜひお持ち寄りください。

八重瀬町では、災害時に自力で避難することに不安のある高齢者や障がいのある方等に対し、「災
害時要援護者台帳」への登録を行っております。災害情報の提供や避難等の手助けが地域の中で素
早く、安全に行われるための体制づくりを進めております。

八重瀬町に住所を有し、次の①～⑦のいずれかに該当す
る者で、在宅生活の方。
※支援を受けるために必要な個人情報の提供に同意する方

①身体障害者手帳１級または２級の交付を受けた方
②療育手帳Ａ判定の交付を受けた方
③精神障害者保健福祉手帳１級の交付を受けた方
④介護保険要介護３～５の認定を受けている方
⑤65歳以上のひとり暮らし高齢者
⑥65歳以上の高齢者のみ世帯
⑦上記に該当する者のほか、災害時に特に支援が必要
と認められる方

《 お問い合わせ 》　八重瀬町社会福祉協議会　☎098-998-4000（平日9時～17時）

いただきたい食品
お米・缶詰類・麺類・調味料類・レトルト食品・インスタント食品・飲料など
※賞味期限が２ヶ月以上残っているもの
で、未開封・常温保存可能なもの
※お米は精米から１年以内のもの

災害時要援護者台帳登録

《 お問い合わせ ｜ 社会福祉課 ｜ ☎098-998-9598 》

【要援護者の対象】
登録を希望する方は「八重瀬

町災害時要援護者登録申請書」
をご記入いただきます。
この場合、地域支援者及び緊
急連絡先の記載にあたり、あらか
じめその者の同意を得る必要が
ありますので、ご家族や隣近所の
友人や知人等へご相談ください。

「地域支援者」とは・・・
普段からの見守りや、災害時

に一緒に避難したり安否確認な
どの支援をしていただく方です。

【登録手続】

申請や地域支援者等に関する事など、社会福祉課までご相談ください。

大切な命を守るため！！
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